
 

 

   鳥取県西部広域行政管理組合使用料等審議会条例 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定により

準用する同法第１３８条の４第３項の規定に基づき、組合の使用料及び

手数料の徴収における客観性及び公平性を確保するため、鳥取県西部広

域行政管理組合使用料等審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務等） 

第２条 審議会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる使用料及び手数料に

関する事項について調査審議する。 

 ⑴ 鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例（平成３年鳥取県西部広

域行政管理組合条例第５号）に基づき徴収する使用料 

 ⑵ 鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例（平成９年鳥取

県西部広域行政管理組合条例第１号）に基づき徴収する手数料  

２ 前項各号に掲げる使用料又は手数料の額について、当該使用料又は手

数料の額の算定に当たり適用される法令（法律、法律に基づく命令（告

示を含む。）及び条例をいう。以下この条において同じ。）の制定又は

改廃に伴い、当該制定又は改廃に係る法令に規定する額又は割合の増加

又は減少に応じた改定を行う場合には、同項の規定は、適用しない。 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員７人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験を有する者 

 ⑵ 各種団体を代表する者 

 ⑶ 地域住民を代表する者 

３ 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る使用料又は手数料に関す

る事項の調査審議が終了する日までとする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 （守秘義務） 

第４条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も、同様とする。 

 （会長） 



 

 

第５条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が

指名する委員が、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 審議会の会議（以下この条において単に「会議」という。）は、

会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、管理者が招

集する。 

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決するこ

とができない。 

４ 会議の議事は、会議に出席している委員の過半数で決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

５ 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができな

い。 

６ 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席

を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができ

る。 

７ 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必

要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関する事

項（前条第７項の規定により定めるものを除く。）は、管理者が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第３条第２項の規定による委員の委嘱のために必要な行為は、この条

例の施行前においても行うことができる。 


